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1．全体概要
[bookmark: _Toc413405996][bookmark: _Toc535420831]1.1業務名
名称　蕨市例規集データベース更新業務等委託
契約期間　令和８年１０月１日から令和１３年９月３０日まで

[bookmark: _Toc413405998][bookmark: _Toc535420833]1.2目的
蕨市の例規集データベースを最新の情報に更新し、市民及び職員が迅速に正確な情報にアクセスできる環境を提供することで蕨市の法制執務体制の充実を図ることを目的とする。

1.3事業概要
(1) 例規集データベースの構築
(2) 例規集データベースシステムの更新及び保守
[bookmark: _Hlk223543114](3) インターネット回線における例規集検索システムの構築及び保守

2.基本仕様
[bookmark: _Toc374510146]2.1動作環境
ＯＳ：Ｗｉｎｄｏｗｓ　１１以上
ブラウザ：Microsoft Edge（Chromium）、Google Chrome

2.2データベースの構築
蕨市からデータで提供する蕨市例規集（令和８年３月１日内容現在、現行例規約１０４０件、廃止例規約４０８件）を対象とする。
１年間の改正件数は、約２５０件とする。

2.3システム運用サーバ
(1) 受注者の用意するサーバ方式とし、公開用ホームページを含み、庁内でのサーバ管理は一切不要とする。
(2) 受注者は、本市関係機関以外の団体によるシステムへのアクセスを制限するものとする。
(3) 受注者は、サーバ機については、防災対策を完備し、災害時のサービス停止又は計画停電等の規制下においても適切に稼働する設備を有するＩＤＣ（インターネット・データ・センター）での運用方式とし、システム運用に支障がない十分なスペックを有することとし、サーバ機ハード概要等については、システム導入前に別途示すものとする。
(4) サーバ等を設置する施設は、物理的な堅牢性とセキュリティを備えたサーバルームと広帯域なバックボーン回線を備え、火災や地震などの耐障害性に優れ、二重化電源設備が施された施設でなければならない。
(5) サーバルームは、２４時間３６５日体制で監視が行われ、入退室を厳しくチェックする体制が構築されていなければならない。
(6) 受注者は、ファイアウォール機能及びウイルスチェック機能にて、サーバ機の安全性を確保するとともにシステムに必要な最新パッチ情報を適用する体制が構築しなければならない。
(7) 受注者は、データバックアップを日々実施し、万が一障害が発生した場合においても即座にデータ復旧が可能な体制が構築されていなければならない。

2.4サービスの利用環境
　ＬＧＷＡＮ―ＡＳＰ接続により全庁運用ができ、「例規管理システム」、「例規立案・審査システム」、「判例検索システム」、「例規整備支援システム」及び「サポート体制」が相互に密接に関連し、総合的に提供できるシステムとする。

3.システム仕様
3.1例規管理システム
(1) データ更新については、次に掲げる条件を満たさなければならない。
ア　本市が提供する原稿データを基に、例規データを原則として月１回以上更新すること。
イ　本市が指示する例規については、データ更新を優先して作業可能なこと。
(2)　検索機能については、次に掲げる条件を満たさなければならない。
ア　用語、題名、体系、年月日、五十音、種別、番号、関連法令（引用法令が「法第○条」と略称法令名の場合を含む。）、所管部署等で検索が可能であること。
イ　用語検索を行う場合には、画面を遷移することなく、複数の掛け合わせ検索ができること。
ウ　指定した年月日時点で施行されている例規を閲覧できること。
エ　例規・法令を常に同じ現在時点でリンク連携し、その内容を表示できること。
オ　例規本文は、1つ前の施行日時点からの改正箇所を、改正文言単位の見え消し方式での登録が可能なこと。
カ　例規沿革情報から該当原議にリンクが貼られ、表示が可能なこと。
キ　例規単位に過去・未来の改正状態（改正ごとに公布日及び施行日の蓄積）が閲覧でき、その施行日を指定することにより当該時点での条文表示が可能であること。また、過去・現在・未来の例規を視覚的に識別可能な条文表示とすること。
ク　公布後施行前例規の検索が可能なこと。
ケ　原議管理について、用語、題名、年月日、種別からの検索が可能なこと。
コ　例規沿革情報から登録した原議データ等を表示及びダウンロードが可能なこと。
サ　検索結果について、個々の例規本文を表示させなくても検索ヒット箇所を確認することが可能なこと。
シ　例規の全部又は一部をダウンロードし、又は印刷することができること。
ス　新旧対照表をダウンロードし、又は印刷することができること。
セ　条文及び新旧対照表について、できる限り本市で使用している条例、規則等の形式で出力、印刷が可能なこと。
ソ　検索結果に合致した例規の一覧を印刷することができること。
タ　例規中に引用している法令の登載箇所を当該法令の条単位で検索することができること。
チ　例規条文中、同じ言い回しの条文を検索する機能を有すること。
ツ　過去・未施行例規について、施行日単位で過去・未施行の例規を閲覧でき、アで示す検索機能と同等の検索が可能なこと。また、過去・未施行例規で引用する法令はその時点で有効な法令へのリンクを設定していること。
テ　条文表示において、自例規内・他例規・法令等へのリンク設定により当該箇所をクリックすることで対象箇所を表示できること。
ト　全国例規集検索・類似例規比較について、インターネット上に公開されている全国自治体の例規について検索・閲覧ができること。この場合において、例規種別自治体規模別、当道府県別に応じて絞り込むことができること。
ナ　表示されている例規から、他自治体の同一例規の表示閲覧ができ、また、類似している例規の検索や比較表の作成ができること。
ニ　検索結果は、比較元と比較先の例規の違いを、色分け、見え消しで表示できること。比較先の例規に新たに改正があった場合は、改正後の条文とも比較できること。
ヌ　例規単位、条単位で他自治体例規との比較が可能なこと。
ネ　比較表画面から新旧対照表を出力できること。
ノ　個別のＩＤ、パスワードによるログインを必要とせず、全職員が即座に利用可能なこと。

3.2例規立案・審査システム
[bookmark: _Hlk224559358]例規立案・審査システムは、立案・審査機能を有するデータベースシステムとし、次に掲げる条件により、例規の立案（新規制定、全部改正、一部改正、廃止等を含む。）及び審査業務を支援するものでなければならない。
(1) 立案機能については、法制執務に関する知識の浅い職員でも立案することが可能であることを想定しているため、次に掲げる機能を備え、画面遷移をすることなく、簡易な操作で、条文審査結果・改め文・議案・新旧対照表・溶け込み後条文の自動生成まで一括で実行できる機能を有すること。
ア　現行条文に改正を加えるときに、改め文に表記される「加える・削る・改める」等専門的な指示をする必要がなく、直感的に入力等の操作が可能な入力支援機能を有すること。
イ　条・項・号等の追加入力を一括して登録でき、以下の条・項・号の繰り上げ・繰り下げも一括して処理する機能を有すること。
ウ　立案システム内で、用語・所管部署から改正対象例規の検索が可能なこと。
エ　クライアントに特別なソフトウェア等を必要としない、Ｗｅｂブラウザ上で条文の編集が可能なこと。
オ　条文の編集を条文の見え消し形式で行える機能を有すること。
カ　目次を含む改正があった場合、目次を自動で作成可能な機能を有すること。
(2) 改め文、新旧対照表及び改正後条文作成機能については、条文・別表、追加等作業完了途中の任意時点で、改め文・新旧対照表・改正後の溶け込み後条文を一括で生成可能とし、新旧対照表においては、新旧左右に自動で反映されること。
(3) 本市が指定する次に掲げる体裁に合わせた出力が、他の画面に遷移することなく一括で生成可能なこと。
ア　議会提出議案（条例に限る。）
イ　市長規則
ウ　市長訓令
エ　市長告示
オ　要綱
カ　議会提出議案資料（新旧対照表に限る。）
(4) 審査機能については、条文構造、用字用語、改正例規内の引用関係等を審査する機能を有しているシステムであり、立案の段階で確認できる次の機能を有すること。
ア　他の例規及び法令との引用関係についても調査できる審査機能を有すること。
イ　溶け込み後の条文を表示できること。
ウ　法令、自例規、他例規の引用箇所に対しリンクを自動生成し、更新後の例規本文から引用先を閲覧できること。

[bookmark: _Hlk223507878]3.3法令検索システム
[bookmark: _Hlk224559379]例規管理・検索システム及び判例検索システムとの連携が可能な機能を有する法令の検索システムとし、次に示す機能により、法令検索及び各システムとのリンクを実現するシステムでなければならない。また、同システムに同時にアクセスできる接続数は１５以上とする。
(1) 法令データの内容更新は、原則官報掲載後1週間以内の更新を実施していること。
(2) 法律・政令・省令・告示など法令等の種別の区分に応じ、それぞれ活用するに十分な法令の検索・閲覧ができること。
（3）全ての法令について、改廃を履歴として施行日単位で管理し、過去の時点を指定することにより条文内容が表示され、閲覧・検索、ダウンロードが可能であること。また、施行日単位の履歴が抜け漏れなく登載されていること。
（4）例規と条項単位でのリンクが可能であること。
（5）条文本文から、関連する法令、判例、委任、参照及び罰則規定を表示できること。指定する施行日ごとにその時点の条文内容が表示され、閲覧・検索、ダウンロードが可能であること。
（6）全ての法令の条単位に、その解釈に必要な「政令に定める」、「特別の定め」又は「大臣が定める」等の委任先又は参照先が不明瞭なものに対し、当該委任先等の規定の所在を注記し、当該規定条文にジャンプするリンク機能を有していること。
（7）法令について、改正法の新旧対照表と改め文が登載されていること。
（8）法令の各条を争点とする判例がある場合は、判例システムと連携し、容易に検索結果表示できること。

3.4判例検索システム
次に示す機能により、判例検索を実現するシステムでなければならない。また、同システムに同時にアクセスできる接続数は５以上とする。
(1) 判例データは、日々更新していること。
(2) 全ての法編に関する判例を、用語、裁判年月日、裁判所、事件番号、裁判官、出典等を検索、閲覧、印刷できる機能を有すること。
(3) 判例要旨は１判例１要旨に限らず登載し、争点・論点から整理して体系目次に分類していること。
(4) 第一審、控訴審、上告審の各判例が容易に確認及び表示できること。
(5) 各判例に関連する判例評釈、参照法令、引用判例を同一画面内から表示できること。
3.5例規整備支援システム
[bookmark: _Hlk224559456]例規整備支援システムは、次に示す機能により、法令制定改廃情報及び例規整備情報サービスの提供を行うシステムでなければならない。
(1) 法令制定改廃情報は、官報掲載後速やかに登録する法令制定改廃情報と蕨市例規との引用関係、例規中の引用箇所の提示及びリンク、新旧対照表等の必要な情報を提供するものとして、次の条件を満たすものとすること。
ア　官報登載後１週間以内に蕨市例規における影響を調査し、法令改廃情報を提供すること。
イ　蕨市例規に影響がある法令の抽出、引用条文箇所の洗出しが条項単位で可能であり、例規の引用箇所が表示できること。
ウ　法令の改廃情報の概要、解説及び新旧対照表が確認できること。
エ　蕨市例規が引用する法令等の改廃情報を、週１回指定するメールアドレスに配信すること。
オ　例規に直接引用していない法令においても、業務支援の観点から特定した法令について必要な改廃情報を提供する機能を有すること。
(2) 例規整備情報サービスは、例規の制定改廃条文案の提供と先進的な法務事例又は自主立法事例を解説するものとし、次の条件を満たすこと。
ア　法律の制定改廃に関し、その要旨や地方公共団体への影響を確認する解説シートが随時提供可能なこと。
イ　法令の改廃に伴い必要となる例規の改正案の提供が随時提供可能なこと。
ウ　毎月、法律の公布情報・例規整備に関する情報その他行政施策上必要な情報が随時提供可能なこと。
エ　準則（改正例）、モデル例規や先進自治体例規の検索・閲覧が可能なこと。
カ　全国例規集　全国の自治体の例規集を登載し、一括検索機能を備えた例規集を提供すること。
(3) 法制執務等ＦＡＱや個別相談については、法制技術、政策意図の適法性や例規解釈に関する相談事例の検索閲覧ができ、個別の相談対応可能サービスを提供するものとし、次の条件を満たすこと。

3.6　サポート体制
(1) システムの保守等について
受注者は、システム導入後においては、常にシステムが正常な状態で動作する環境を保持しなければならない。また、例規管理システム等の基本的な機能バージョンアップについては、原則無償で提供しなければならない。
　(2) 法制相談支援システムについて
受注者は、例規関連業務において、法制執務、法制相談等の相談をＷＥＢ上で依頼することができる法制相談支援システムを提供することとする。相談窓口における他自治体の相談事例をＷＥＢ上で検索・閲覧ができ、蕨市固有の例規についても同様な相談ができることとする。
(3) サポート体制について
受注者は、システムの操作説明の専用窓口を設置し、本市職員がシステム上の作業を行っている場合において、操作等の質問又は利用上の疑義が生じたときに、利用者と同じ画面を見ながら操作の説明が可能となるサポート体制を整備しなければならない。この場合において、本市からの問合せ回数に制限を設けないこととし、年１回、システム導入時及び人事異動時等、必要に応じて職員を対象にした操作説明会を実施するものとする。また、受注者は、システムに関する操作説明書を納品しなければならない。
受注者は、年１回、法制執務、政策法務等法令に関する基礎的な知識を向上させるため、本市職員に対する研修会を実施するものとする。当該研修会に関する内容は、各年度当初に本市職員と協議し、決定するものとする。
3.7　その他の仕様 
(1) 外部公開用例規データについて
外部公開用例規データについては、次の条件を満たすものとする。
ア　年４回、本市ホームページ掲載用の例規データ（ＨＴＭＬ）を作成すること。
イ　体系検索、五十音検索、簡易用語検索が可能であること。
ウ　例規内リンク（該当条・項・号、該当別表・様式）及び例規間リンク（該当条・項）の機能があること。
エ　様式のダウンロードが可能なこと。
オ　未施行例規の改正箇所について、改正条文の色を変えて並列に表示することにより、住民にわかりやすく改正内容を公開可能なこと。
(2) 著作権について
例規データ、システムからの例規出力データの著作権は、本市に帰属しているものとする。

[bookmark: _Toc413406010][bookmark: _Toc535420847]4.運用・保守管理等
[bookmark: _Toc413406011][bookmark: _Toc535420848]4.1運用・保守管理
　(1) 機器の修理が必要になった場合、迅速に障害対応をすること。
(2) 夜間バッチ処理による前夜時点でのバックアップデータの保管管理や、障害発生に備えた機器の冗長化対策によるデータの復旧など、データの復旧に対し万全の体制を整えること。
(3) ウィルスチェックソフトの導入により、既知のウィルスを検知して隔離、削除などの措置を行うこと。
(4) システムは、２４時間、３６５日制限なく利用できること。ただし、システム保守等のために運用停止が必要となる場合には、事前に本市に報告すること。運用停止の際は、システム上に案内分等を表示し、利用者に対して通知を行うこと。

4.2機密保護
本契約で得た情報に関して、本仕様書に定める業務遂行上の目的以外に使用し、又は開示してはならない。また、磁気媒体等に記録された情報についても漏えいを防ぐ対策を講じること。
